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地域別まちづくり方針は、地域住民が主体的に参加して策定します。これは、住みよ
いまちづくりを進めていくうえで、よりどころとなる方針です。

地域まちづくり条例では、地域別まちづくり方針に地域特性を取り入れるため、様々
な主体がまちづくりを提案できる仕組みを位置づけました。

府中都市計画に関する
基本的な方針の構成

地域協働による住みよいまちづくりの方針をつくろう

崖線のみどり
大きなケヤキ

にぎやかな商店街…

日当たりの良い住宅地
旧街道の面影…

地域はどれくらいの大きさ？
日常生活圏域程度の大きさで、地域特性が類似

する一定のまとまりを単位として設定します。

誰でも提案できるの？
地域にお住まいの方、地域で特定テーマの活動

をされている方、在勤・在学者など、地域にかか

わりのある人・団体からの提案を受け付けます。

すべての提案は反映されるの？
まちづくりの方針に適合し、住みよいまちづく

りに貢献する内容が対象となります。直接反映

させられない場合でも、市が行うまちづくりの

参考とさせていただきます。

■周辺環境と調和しない建物の建設が増えています

●地区独自でまちを良くする
ため地区計画等の原案を
提案することができます。

地区計画制度とは、比較的身近な地区を単位
として定めるまちづくりのルールです。
具体的には、まちづくりの目標、建築物のル

ール等を定めます。

用途地域に違反していないが、

満足できる環境ではない。

例えば…

◯戸建住宅地に突然大規模な共同住宅ができた

まちの環境を守り育てよう

○地区独自のルールづくりに関する情報提供や
技術的支援を行います。

○提案された地区まちづくりルールに基づき、
地元と相談しながら地区計画等の策定を行い
ます。

●定められる建築物のルール●地区計画制度とは…

例えば次のようなルールを定めることができ
ます。

■建築物の用途
■ 高さ
■ 建ぺい率
■ 容積率
■ 敷地面積の最低限度
■壁面の位置
■ 垣・さくの構造
■意匠　など　
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まちづくりの基本理念と目標

府中市の特性

まちづくりの方針
○まちの骨格構造

○土地利用方針

○都市施設整備方針

○都市環境形成方針

まちづくりの推進に向けて

地域別まちづくり方針
○地域の将来像と目標

○実現に向けての基本方針

○地域まちづくり推進に

必要な事項　など

■地域特性を踏まえたまちづくり方針が必要です
市では、将来のまちづくりの方向性を示す「府中都市計画に関する基本的な方針」（まちづくり方針）
を平成14年10月に策定しました。まちづくり方針は、市全域を対象とした方針です。
今後は、まちづくり方針との整合を図りながら、地域ごとの特性を踏まえた「地域別まちづくり方

針」の策定が必要となります。



府中市土地利用景観調整審査会

          

 市長の附属機関として設置される審

査会です。法律、都市計画、建築、環

境、行政、色彩、緑化等の分野の学

識経験を有する専門委員により構成さ

れる第三者機関として位置づけられま

す。

開発区域の面積が5,000㎡以上のもの

100戸以上の集合住宅又は延べ面積が10,000㎡以上の建築物の建築

（１）

（2）

市長は、まちづくり方針及び地域別まちづくり方針を踏まえて、当該土地取引に係る助言を行うことがありま

す（助言は、府中市土地利用景観調整審査会の意見を踏まえて行われます）。

公開・協議には次の資料が必要です。

土地取引行為の日の３月前かつ計画変更可能な時期まで

5,000平方メートル以上の土地に関する取引行為お行う方が対象です。

大規模土地取引行為の日の6月前までに市長に対し届け出て下さい。
(売買契約等)

次の大規模開発事業を行おうとする方が協議の対象となります。
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府中市土地利用景観調整審査会とは

土地利用構想届出書

開発区域の位置図及び案内図

公図の写し

（１）

（2）

（3）

施設の配置に係る土地利用構想を示す図面

開発区域の土地及びその周辺状況を示す写真

市長が必要と認める図書

（4）

（5）

（6）

（墓地の設置の場合は2,000㎡以上）



一戸建ての住宅及び２戸で
形成された長屋は除きます。
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